
議案第２５号 

 

三田市障害者福祉金条例を廃止する条例の制定について 

 

三田市障害者福祉金条例を廃止する条例を次のとおり定める。 

 

平成３０年２月２１日提出 

 

三田市長 森  哲 男    

 



三田市条例第  号 

 

三田市障害者福祉金条例を廃止する条例 

 

三田市障害者福祉金条例（平成３年三田市条例第４号）は、廃止する。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前の三田市障害者福祉金条例の規定に基づく施行日前の申

請に係る福祉金については、なお従前の例による。 


